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令和５年５月３１日 

子ども・若者部保育課 

 

私立認可保育園における感染性胃腸炎の集団発生について 

 

１ 主旨 

  令和５年３月８日から 12 日にかけて、区内私立認可保育園において感染性胃腸炎の集団

発生があり、在籍者 113名中 51名が発熱や嘔吐、下痢などの症状を訴え、うち 36名からノ

ロウイルスが検出された。感染者はいずれも重症化せず、１～２日で回復したが、保育園の

給食提供を３月末まで停止した。 

世田谷保健所による指導内容を確認したところ、当該園において基本的な感染症予防及び

食中毒予防の対応に不備があり、感染を広げてしまったことが考えられることから、区とし

て今回の件を重く受け止め、本件の経過と再発防止に向けた対応を報告する。 

 

２ 事案の概要 

（１）経過 

 ①世田谷保健所の対応 

令和５年３月 11日（土）、世田谷保健所に当該園の園長より、「園児、職員の複数名が３

月 10日（金）以降より、胃腸炎の症状を呈している。」との連絡が寄せられた。 

直ちに世田谷保健所職員が現地に赴き、３月 11日（土）から 17日（金）にかけて、食

中毒と感染症の両面から、世田谷保健所による施設調査を実施した。 

調査の結果、発症の園児、職員（調理従事者含む）からノロウイルスが検出されたが、

検食と調理室内のふき取り調査による検体からはノロウイルスの検出は認められなかっ

た。しかし、検食の一部保管漏れによる不備があり食中毒の可能性を完全には否定   

できないことから、３月 24日（金）施設に立ち入り、園長ほか監査役、保育責任者、看護

師、調理従事者に対して当日時点での調査結果の報告及び不備事項の指摘、改善をするよ

う、口頭で指導した。加えて、３月 29日（水）に、運営法人に対して文書による指導を実

施し、改善報告書の提出を求めた。さらに４月 19日（水）調理従事者、園長、監査役、法

人事務局長に対し再発防止講習会を実施した。その後、法人より４月 25日（火）に改善状

況報告書が提出された（別紙１）。 

 

 ②子ども・若者部（旧保育部）の対応 

３月 11日（土）、世田谷保健所より保育部へ第一報が入った。直ちに保育部より園長へ

連絡し、当面、給食を休止することを確認し、法人とも、園を支援し事態の収束に向けて

対応することを確認した。 

世田谷保健所が行う指導と並行して園への支援を行い、調理従事者の陰性が確認できた

ことから、４月１日（土）より給食を再開した。 
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（２）発症状況 

 【症例定義】 

令和５年３月１０日を中心とする５日間（３月８日から３月１２日まで）で、下痢、腹痛、

吐き気、嘔吐、発熱のいずれかの症状を呈した者。 

①発症状況（発症者／在籍者） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

②患者検便の結果（３月１３日～１７日提出分） 

 

③検出者の内訳（陽性者／検査実施者） 

園児０歳児 ― 名 ／ 0  名 

園児１歳児 ― 名 ／ 0  名 

園児２歳児 1  名 ／ 1  名 

園児３・４歳児① 5  名 ／ 7  名 

園児３・４歳児② 5  名 ／ 7  名 

園児５歳児 8  名 ／ 10  名 

職員 14 名 ／ 16  名 

調理従事者 3 名 ／ 5  名 

合計 36 名 ／ 46 名 

園児０歳児 0名 ／ 7名 

園児１歳児 0名 ／ 9名 

園児２歳児 2名 ／ 12名 

園児３・４歳児①※ 11名 ／ 16名 

園児３・４歳児②※ 6名 ／ 17名 

園児５歳児 12名 ／ 19名 

職員 17名 ／ 27名 

調理従事者 3名 ／ 6名（実質は 5名） 

合計 51名 ／ 113名 

検体種別 検体名 
検査結果 

備考 
食中毒細菌 ウイルス 

園児 25 名 
（陰性） 

25/25 検体 

ノロウイルスＧⅡ（陽性） 

19/25 検体 
3/13～17 搬入 

職員 16 名 
（陰性） 

16/16 検体 

ノロウイルスＧⅡ（陽性） 

14/16 検体 
3/13～17 搬入 

調理従事

者 

Ａ － － 非発・3/13 搬入 

Ｂ － ノロウイルスＧⅡ（陽性） 発症・3/14 搬入 

Ｃ － ノロウイルスＧⅡ（陽性） 発症・3/14 搬入 

Ｄ － ノロウイルスＧⅡ（陽性） 発症・3/15 搬入 

Ｅ － － 非発・3/16 搬入 

※３・４歳児は２グループで 

合同保育を実施 
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（３）世田谷保健所による施設調査（調査期間 3月 11日～3月 17日） 

①検査実施内容と結果 

検食（3月 6日（月）～10日（金）までの昼食とおやつ計 22検体）、調理室内のふきと

り調査８箇所を行ったが、食中毒細菌、ノロウイルスともすべて陰性。 

②感染症の原因となる情報 

  3 月 9 日（木）11 時 30 分過ぎ保育室で、３・４歳児①クラスの３歳児のズボンが便で

汚れているのを確認した。排泄した時間の詳細は不明だが、発見の直前まで園庭で外遊び

をしていたので、その時既に排便していた可能性がある。園庭から保育室に戻る際は、園

児たちが共用のバスチェアに座って足洗いをするので、複数の園児にバスチェアを介して

汚染した可能性がある。 

保育室で気づいた担任はクラス内のトイレまで一緒に移動し、トイレ内で着替えさせた。

汚物処理後は次亜塩素酸ナトリウム消毒液でトイレ内を消毒した。園庭から保育室までの

動線上の消毒は翌朝の通常の清掃を実施し、消毒はしていない。 

 ③調査時に判明した食品取扱および感染症拡大防止について不備のあった事項 

・３月９日提供のおやつ「ココアケーキ」の検食保管がされておらず、検査を実施できな

かった。 

・調理従事者以外の延長保育を担当する保育士が、延長保育時に使った食器を洗浄するた

め調理室に日常的に出入りしており、ノロウイルスが給食室に流入するリスクがあった。 

・調理従事者が食事を事務室前の通路の床暖房部分に座って食べており、食事中に子ども

達と近距離で会話をする、スキンシップをとるということがあったため、感染リスクが

あった。 

 

（４）施設への指導事項と改善状況  別紙１「改善状況報告書」のとおり。 

 

３ 子ども・若者部としての再発防止策 

感染性胃腸炎の感染拡大防止及び施設における集団食中毒の予防についての注意喚起を、

３月 27日（月）に全ての公私立保育施設宛にメール等で周知した。 

当該園への支援として、３月 31 日（金）に保育部の看護師と世田谷保健所の保健師が園

を訪問し、施設消毒や嘔吐処理の方法など衛生面についての確認とアドバイスを行った。ま

た、４月 10 日（月）にも子ども・若者部の看護師・栄養士と世田谷保健所の保健師が園を

訪問し、指導事項の改善に向けた相談支援を行った。なお、再発防止策の立案や衛生管理の

改善に時間を要したことや、本件以外の運営面で保育施設への法人による支援に懸念点が見

受けられたため、保育課の保育サポート訪問による支援を当面継続する。 

４月 12 日（水）開催の私立保育園長会及び 18 日（火）開催の区立保育園長会において、

今回の事案の発生を改めて報告するとともに、感染症拡大防止及び食中毒予防のための留意

事項を周知し、各園において、今回の事案を参考にしながら園運営における調理業務や感染

症予防に対する対策を改めて確認するよう指示した。 

今後も、感染症や食中毒の発生を未然に防げるよう、保育サポート訪問による園支援や保

健研修の実施等により、感染症予防や衛生管理が適切に行われるよう、徹底していく。 
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